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確定給付企業年金制度の２０２２年度財政決算結果について

区分 DB DC PBO その他

内容 法令等 制度 運用 その他

必須ご対応
事項（※）

あり なし

※事業主及び企業年金基金にてご対応いただく必要がある
題材が含まれている場合に「あり」と表示しています。

◆当社に幹事業務を委託いただいている確定給付企業年金（以下、「ＤＢ」といいます。）制度の
うち、２０２２年度に財政決算を実施（※１）した本則基準４４６制度・簡易基準４８９制度
（※２）、合計９３５制度について結果を集計しました。

１．予定利率と時価ベース利回り

・予定利率は、本則基準ではやや低下し平均２．０９％、簡易基準は変わらず平均２．０５％でし
た。

・時価ベース利回りは前年に比べ低下し、本則基準で平均△０．８２％、簡易基準で平均
０．０１％でした。

２．継続基準による検証

・継続基準の積立比率が１．００未満となる制度の割合は、前年から増加し、本則基準で２９％、
簡易基準で４４％でした。

・基準抵触に伴い財政再計算を必要とする制度は、本則基準で１制度、簡易基準で３制度ありまし
た。

３．非継続基準による検証

・非継続基準の積立比率は前年から概ね変わらず、本則基準で平均１．３７、簡易基準で平均
１.７７でした。

・非継続基準に抵触し、特例掛金拠出の検討が必要な制度の割合は、本則基準で１４．３％、簡易
基準で３.３％でした。

※１ … ２０２２年４月末日～２０２３年３月末日が事業年度の末日となる制度を対象としており
ます。

※２ … 当資料では、ＤＢ制度のうち、確定給付企業年金法施行規則第５２条に規定する簡易な基
準に基づくＤＢ制度には「簡易基準」、それ以外のＤＢ制度には「本則基準」という略号を
用います。

前号までは、こちらのＵＲＬ（企業年金の広場）からご覧いただけます。
https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/consulting/plaza/index.html

○別添資料（詳細版）：
『確定給付企業年金制度の２０２２年度財政決算結果について』
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